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2021年 5月 11日 

 

「重要施設周辺等における土地等利用状況調査・利用規制等に関する法律案」 

趣旨説明質疑 

 

立憲民主党・無所属 篠原豪 

 

立憲民主党の篠原豪です。会派を代表し「重要施設周辺及び国境離島等におけ

る土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」について質問い

たします。 

 

先ず、国民にとって最大の関心事、新型コロナのワクチン接種について総務省

新型コロナワクチン接種地方支援本部長である武田総務大臣に伺います。昨日

の予算委員会で菅総理は65歳以上の高齢者のワクチン接種終了見込み時期につ

いて「約1700市町村の内、約1000市町村から7月末までに接種終了との回答を

得た」旨の答弁をなされました。ではその約1000市町村の65歳以上人口は全国

65歳以上人口3600万人の何％に当たりますか。また、7月末までに希望する65

歳以上高齢者全員に計2回ワクチンを接種するという目標を達成させる責任を

担う大臣は武田総務大臣なのか、田村厚労大臣なのか、河野ワクチン担当大臣

なのか、それとも一重に菅総理大臣なのか明確にご答弁下さい。（武田総務大

臣） 

 

近年のグローバル化した世界において、伝統的な安全保障に加え、経済安全保

障の重要性が指摘されています。昨秋に結成された我々立憲民主党は、野党第

一党として、次期総選挙において政権交代後の政策を担うため、外交・安全保

障・主権調査会を立ち上げ、経済安全保障を含む幅広い政策について積極的な

党内議論を行っています。 

 

その意味で、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用についても、

国会において十分議論をし、安全保障上の懸念を払拭する法律案を得ることは

極めて重要だと考えています。 

 

ただし、本法案は、平常時の土地取引行為や私権設定に大きな影響を及ぼすた

め、法の目的や手段の合理性、政府による十分な説明と国民の理解が不可欠で

あると考えます。こうした立場から、政府案の問題点を指摘してまいります。 
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第一の問題は、本法律案の目的や手段が立法事実に基づいて合理的なものにな

っているか、ということです。 

2020年12月24日、「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が発表した

「提言」は、法制定に至る背景を次のように述べています。 

 

「国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用を巡っては、かねてか

ら、安全保障上の懸念が示されてきた。経済合理性を見出し難い、外国資本に

よる広大な土地の取得が発生する中、地域住民を始め、国民の間に不安や懸念

が広がっている。例えば、長崎県対馬市では海上自衛隊対馬防備隊の周辺土地

が、また、北海道千歳市では航空自衛隊千歳基地の周辺土地が、それぞれ外国

資本に取得され、地域住民の不安や懸念を背景に、市議会において、様々な議

論が行われている。」と述べています。 

 

そして、その後には「安全保障は、国民の安全・安心及び自由な経済活動の基

盤である。実際に問題が発生してからの対応では手遅れになる。」としてお

り、現段階では、安全保障上の問題の発生は、確認されていないことも示唆し

ています。 

 

そこで確認ですが、2010 年の外国人土地法に関連した政府答弁書で、「外国人

等による自衛隊施設の周辺の買収が部隊等の運営に支障を及ぼしているとは認

識していない」と述べられています。しかし、今回、この法律案を出したという

ことは、2010 年以降、安全保障上重要な施設の周辺や国境離島などで、安全保

障上のリスクとなるような土地取引が行われたと認識しているかどうかお教え

ください。（小此木大臣） 

 

仮に、「実際に問題が発生してからの対応では手遅れになる」との問題意識だけ

で立案されたのであれば、「土地買収への地域住民の不安や懸念」を立法事実と

して提言に述べているわけですから、阻害行為の調査に入る要件として、「地元

自治体からの要請」を加えるべきではないでしょうか。この点も伺います。（小

此木大臣） 
 

また、提言で言及されている長崎県・対馬や北海道千歳市の事例ですが、政府

はこれらを「経済合理性を見出し難い、外国資本による広大な土地の取得」に

該当するとお考えでしょうか。経済合理性の欠如が具体的にどのように我が国

の安全保障上のリスクとなり得るのでしょうか。（小此木大臣） 
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その上で、経済合理性欠如の事例に相当しないなら、この提言で取り上げた意

味がどこにあるのか確認させていだきます。（小此木大臣） 

 

第二の問題は、土地利用の規制対象が「重要施設又は国境離島等の機能を阻害

する行為」と規定されている点です。 

 

我が国には、すでに幾つかの「地域を指定して土地の利用規制を行っている法

律」が存在します。 

 

ちなみに、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」で規制対象

とされる行為は、 

一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 

二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 

三 木竹の伐採 

四 土石の類の採取 

五 建築物その他の工作物の色彩の変更 

六 屋外広告物の表示又は掲出 

とされています。つまり、各行為は、外形的に規定されているので、どのよう

な行為が具体的に規制対象に該当するのか、規制する側とされる側で見解が異

なる余地はありません。 

 

ところが、今回の法案では、規制対象となるべき行為を「重要施設又は国境離

島等の機能を阻害する行為」とだけ述べているだけです。その意味は、「安全

保障上のリスクとなる行為」ですので、規制する側がそのように判断しても、

指摘された側がそうした判断に同意しない可能性は多いにあります。こうした

事態が起こった場合、どのように対処するおつもりでしょうか。（小此木大

臣） 

 

こうした問題が起こるのは、「重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行

為」とした規定に十分な予見可能性がないからではないでしょうか。これでは

我が国が「法治国家」であると、きちんと主張できるのでしょうか。政府は、

法的予見性の重要性について、どのように考えているのでしょうか。お考えを

伺います。（小此木大臣） 

 

法的予見性を確保するには、「重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行

為」の内容を法律に具体的に書き込む意外にありません。 
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そこで、現時点で、「重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為」として

想定される具体的な行為としては、 

１ 施設の運営に支障をきたす構築物の設置 

２ 電波妨害、施設への侵入の準備行為 

３ 低潮線近傍土地等への形質変更、 

が挙げられているわけですから、せめてこれだけでも法律に明示し、それ以外

は政令に委ねる旨を規定するよう要求したいと考えますが、政府として、受け

入れる考えがあるのかどうか、お伺いします。（小此木大臣） 

 

さらに、国会の関与なく、行政府の専断で指定が行われる事例は、「重要施設又

は国境離島等の機能を阻害する行為」だけにとどまりません。「注視区域」「特

別注視区域」を指定する場合にも、距離範囲を１ｋｍ以内で政府の裁量で判断す

ることになっています。判断基準を理由も含め法律の中で明確にすべきではな

いでしょうか。なぜ、国会の関与を排除するのか、その理由をお伺いします。（小

此木大臣） 
 

国会の関与を排除した結果は明らかです。本法律案では特定重要施設として、

司令部機能や警戒監視機能を有する自衛隊の駐屯地や基地等を想定しています

が、3月29日付の産経新聞社説（主張）は、次のように報じています。 

 

「問題は、司令部機能を持つ自衛隊施設などの周辺や無人の国境離島を「特別

注視区域」に指定して一定面積以上の売買に事前の届け出を義務付ける規定

が、大幅に骨抜きにされた点である。 

法案とりまとめの過程で政府・自民党が公明党に譲歩し、「特別注視区域」

の対象から市街地を排除できるようにしてしまった。 

 自民、公明両党は、同法施行時には、東京・市谷の防衛省を含む市街地や、

海上保安庁の施設、原発などの重要インフラを「特別注視区域」に指定しない

ことを確認した。」 

 

 同様の言及は、4月3日の朝日新聞社説にもありますが、政府は、こうした報

道で指摘された事実関係について、どのように弁明するのか、お伺いします。

（小此木大臣） 

 

 

第三の問題は、本法律案では、政府が安全保障上重要な土地や建物の所有・利
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用状況を正確に把握するため、「土地等の利用状況の調査」が定められている

ことです。 

 

まず、個人情報の取扱方法について、法律案になんの規定も設けていないこと

は、根本的な欠陥だと考えます。政府はこの指摘にどう答えるか伺います。

（小此木大臣） 

 

調査の最大の懸念は、国のさまざまな機関が持っている情報を一元管

理することです。 

申請や届出などによる国への個人情報の提供は、各々別個の目的を持

った法律に基づいて行われます。つまり、そうして提供された個人情

報は、法律に明示された目的のために使われるのであって、他に流用

することは本人の同意がない限り許されません。本人の同意なく、住

民基本台帳や固定資産課税台帳を見られるのは、犯罪捜査などの目的がある場

合に限られます。 

 

ところが、今回の情報収集の目的は、安全保障上のリスク対象であるか否かの

判断材料にすることにあり、場合によっては懲役刑に付される可能性もあるわ

けです。これは明らかに目的外使用に当たるのではないでしょうか。政府の見

解を求めます。（小此木大臣） 

 

さらに、問題は、調査が際限なく広がる恐れがあることです。なぜな

ら、不動産登記簿や固定資産税課税台帳等、国が管理する様々な一般情報、あ

るいは国籍や外形的な利用実態が分かっても、公開情報をベースとしている限

り、特定の土地や建物の利用実態が「我が国の安全保障に問題となるような不

適切な利用行為」に該当すると断定できるとは、到底考えられないからです。 

 

法案は、「その他政令で定める」（第 7 条）情報の収集、さらには、

「土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるとき」は、当該土地の利

用に関し、報告又は資料の提出を求めることができる（第 8条）としていま

すが、これらの手続きに国会のチェックは及ばず、政府のさじ加減ひ

とつでいかようにもなります。 

 

調査が個人の経歴や思想信条、家族・友人関係にまで及ぶことは想定

しているのか、また、想定している場合には政府の濫用を防止する明

確な歯止めはどこにあるのかお伺いします。（小此木大臣） 
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また、本法律案の所管は内閣府となっていますが、内閣府は沖縄総合事務局以

外の地方支分部局を持たないので、内閣府の職員のみで調査を行うことは到底

できません。となれば、基地周辺の調査は、事実上、自衛隊員が行うものと思

われます。 

他方、これまでの歴史的経緯から、基地周辺には、反対運動を行っている人た

ちや施設等があり、特に、沖縄ではそうした住民運動も盛んです。そうした

人々の個人情報を自衛隊が収集することは、地元の民意を封殺することにつな

がり、極めて問題が大きいと考えますが、こうした事態に政府はどのように対

応していこうと考えているのかお伺いします。（小此木大臣及び岸防衛大臣） 

 
なお、農地や水源地等について、それを管理する法律はあるにせよ、安全保障上

のリスクになる可能性はゼロではなく、それへの対処は従前の法律では不可能

と考えます。政府は、こうした点をどのように考慮したのか、ご説明願います。

（小此木大臣） 

 

安全保障、特に、経済安全保障は、国民の普段の行為を問題とし、それを規制し

ようとするものであります。その意味で、立法は、極めて慎重かつ丁寧に行う必

要がありますので、党派に関係なく、以上の問題点を真摯に受け止めていただ

き、よりよい法律となりますよう、祈念して、質問を終わりたいと思います。 

 

【要求大臣】小此木八郎内閣府特命担当大臣、岸信夫防衛大臣、武田総務大臣 
 


